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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　毛が立設された起毛面を有するヘッド部を含む本体と、
　上記本体に搭載され、歯表面へ向けて上記起毛面のうちの特定領域を通して光を照射す
る発光部、および、上記光による上記歯表面からの放射光を特定領域を通して受光する受
光部と、
　上記歯表面に対するブラッシング開始から予め定められた設定期間にわたって、上記受
光部の出力に基づいて、上記歯表面における歯垢または歯石の存在の有無を一括して検出
する検出部と、
　上記設定期間内に上記検出部によって歯垢または歯石の存在有りが検出され、上記歯垢
または歯石の存在有りの検出状態が上記設定期間の経過時点で維持されているとき、上記
歯表面に歯石の存在有りと判定する判定部と
を備えたことを特徴とする歯ブラシ。
【請求項２】
　請求項１に記載の歯ブラシにおいて、
　上記本体に上記検出部と上記判定部とが搭載されていることを特徴とする歯ブラシ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の歯ブラシにおいて、
　上記本体の内部に、上記毛とともに上記ヘッド部をブラッシングのために振動させる駆
動部を搭載し、
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　上記判定部によって上記歯表面に歯石の存在有りと判定されたとき、上記駆動部による
振動の強度を弱める制御を行う制御部を備えたことを特徴とする歯ブラシ。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか一つに記載の歯ブラシにおいて、
　上記検出部による検出状態、または、上記判定部による判定結果を報知する報知部を備
えたことを特徴とする歯ブラシ。
【請求項５】
　請求項４に記載の歯ブラシにおいて、
　上記判定部によって上記歯表面に歯石の存在有りと判定されたとき、あるいは、上記設
定期間内に上記検出部による検出状態が歯垢または歯石の存在有りから存在無しに遷移し
たとき、上記報知部は、歯列において上記毛でブラッシングされているブラッシング部位
の変更を促す報知を行うことを特徴とする歯ブラシ。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれか一つに記載の歯ブラシにおいて、
　歯列において上記毛でブラッシングされているブラッシング部位を検出するブラッシン
グ部位検出部と、
　上記ブラッシング部位毎に、上記判定部によって上記歯表面に歯石の存在有りと判定さ
れたか否かを表すデータを記憶する記憶部を備えたことを特徴とする歯ブラシ。
【請求項７】
　請求項６に記載の歯ブラシにおいて、
　上記記憶部に記憶されたデータを、上記本体の外部へ送信可能な通信部を備えたことを
特徴とする歯ブラシ。
【請求項８】
　請求項７に記載の歯ブラシと、この歯ブラシの本体の外部に設けられたコンピュータ装
置とを含むシステムであって、
　上記コンピュータ装置は、
　上記歯ブラシの上記記憶部からのデータを受信可能な通信部と、
　上記記憶部からのデータを処理して、上記歯列において歯石が有る部位を表す画像を作
成する表示処理部と、
　上記表示処理部によって作成された画像を表示する表示器と
を備えたことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は歯ブラシに関し、より詳しくは、歯の表面に対して光を照射し、その歯表面
からの放射光（特に、蛍光）に基づいて、その歯表面における歯垢および／または歯石の
存在の有無を検出する歯ブラシに関する。
【０００２】
　また、この発明は、そのような歯ブラシを含むシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来、この種の歯垢検出装置としては、例えば特許文献１（特表２００２－５１５２７
６号公報）に開示されているように、実質的に生物的沈着物（歯垢、バクテリア、歯石、
結石など）のない歯表面からの蛍光の強度と、試験歯表面からの蛍光の強度とを比較して
、試験歯表面における生物的沈着物の存在の有無を検出するものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００２－５１５２７６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、歯垢は細菌と代謝物のかたまりであり、歯石は歯垢が次第に変化して歯表面
に沈着したものであるから、物質として両者を完全に区別することは難しい。簡単に言え
ば、歯垢と歯石のうち歯磨き（ブラッシング）では取り除けないものが、歯石であると言
える。
【０００６】
　ここで、特許文献１のように単に蛍光の強度に基づいて歯表面における生物的沈着物の
存在の有無を検出する場合、歯垢と歯石の存在の有無を一括して検出できるが、歯垢と歯
石とを互いに区別することができない。このため、生物的沈着物が存在するとの検出結果
に応じて歯磨き（ブラッシング）継続を促すものとすると、既に歯垢が除去され、歯石だ
けが残っている状態になっても、ユーザは歯磨きを続けることになる。この結果、磨きす
ぎになって、歯茎に傷がついて出血したり、歯周病になったりするおそれがある。
【０００７】
　そこで、この発明の課題は、歯垢と歯石のうち歯垢が除去され、歯石だけが残っている
状態になったか否かを判定できる歯ブラシを提供することにある。
【０００８】
　また、この発明の課題は、そのような歯ブラシを含むシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、この発明の歯ブラシは、
　毛が立設された起毛面を有するヘッド部を含む本体と、
　上記本体に搭載され、歯表面へ向けて上記起毛面のうちの特定領域を通して光を照射す
る発光部、および、上記光による上記歯表面からの放射光を特定領域を通して受光する受
光部と、
　上記歯表面に対するブラッシング開始から予め定められた設定期間にわたって、上記受
光部の出力に基づいて、上記歯表面における歯垢または歯石の存在の有無を一括して検出
する検出部と、
　上記設定期間内に上記検出部によって歯垢または歯石の存在有りが検出され、上記歯垢
または歯石の存在有りの検出状態が上記設定期間の経過時点で維持されているとき、上記
歯表面に歯石の存在有りと判定する判定部と
を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　ここで、歯垢または歯石の存在の有無を「一括して」検出するとは、歯垢と歯石のうち
少なくとも一方が存在していれば「存在有り」として検出し、歯垢も歯石も存在していな
ければ「存在無し」として検出することを意味する。
【００１１】
　また、ブラッシング開始から「予め定められた設定期間」とは、例えば３秒間から５秒
間の範囲内で設定されるが、これに限られるものではない。
【００１２】
　この発明の歯ブラシでは、発光部が歯表面へ向けて上記起毛面のうちの特定領域を通し
て光を照射する。受光部は、上記光による上記歯表面からの放射光を特定領域を通して受
光する。この受光部の出力に基づいて、検出部が、例えば特許文献１（特表２００２－５
１５２７６号公報）または本出願人が先に提案した特許出願（特願２０１６－０６００１
２号）などに開示されている手法によって、上記歯表面に対するブラッシング開始から予
め定められた設定期間にわたって、上記受光部の出力に基づいて、上記歯表面における歯
垢または歯石の存在の有無を一括して検出する。さらに、上記設定期間内に上記検出部に
よって歯垢または歯石の存在有りが検出され、上記歯垢または歯石の存在有りの検出状態
が上記設定期間の経過時点で維持されているとき、判定部が、上記歯表面に歯石の存在有
りと判定する。このように判定する理由は、既述のように歯垢と歯石のうちブラッシング
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では取り除けないものが歯石であることから、上記検出部による歯垢または歯石の存在有
りの検出状態が上記歯表面に対するブラッシング開始から予め定められた期間続いたとき
は、歯石だけが残っていると見なせるからである。したがって、この歯ブラシによれば、
歯垢と歯石のうち歯垢が除去され、歯石だけが残っている状態になったか否かを判定でき
る。この結果、磨きすぎになって、歯茎に傷がついて出血したり、歯周病になったりする
おそれを低減できる。
【００１３】
　なお、上記起毛面のうちの「特定領域」では、毛が省略されているのが望ましい。
【００１４】
　一実施形態の歯ブラシでは、上記本体に上記検出部と上記判定部とが搭載されているこ
とを特徴とする。
【００１５】
　この一実施形態の歯ブラシでは、上記本体に上記検出部と上記判定部とが搭載されてい
る。したがって、上記本体に搭載された要素のみによって、歯垢と歯石のうち歯垢が除去
され、歯石だけが残っている状態になったか否かを判定できる。これにより、この歯ブラ
シから外部へ伸びる光ファイバ、配線などを省略し得る。そのようにした場合、ユーザが
、この歯ブラシによって歯磨きを行うときに、邪魔物がなく、容易に歯磨きを行うことが
できる。
【００１６】
　一実施形態の歯ブラシでは、
　上記本体の内部に、上記毛とともに上記ヘッド部をブラッシングのために振動させる駆
動部を搭載し、
　上記判定部によって上記歯表面に歯石の存在有りと判定されたとき、上記駆動部による
振動の強度を弱める制御を行う制御部を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　この一実施形態の歯ブラシでは、上記判定部によって上記歯表面に歯石の存在有りと判
定されたとき、制御部が上記駆動部による振動の強度を弱める制御を行う。したがって、
磨きすぎになるおそれを、さらに低減できる。
【００１８】
　一実施形態の歯ブラシでは、上記検出部による検出状態、または、上記判定部による判
定結果を報知する報知部を備えたことを特徴とする。
【００１９】
　ここで、報知部による「報知」は、ブザー音の鳴動、ランプの点灯または点滅、表示画
面による表示などを広く含む。
【００２０】
　この一実施形態の歯ブラシでは、報知部が、上記検出部による検出状態、または、上記
判定部による判定結果を報知する。したがって、ユーザは、上記歯表面における歯垢また
は歯石の存在の有無、または、上記歯表面に歯石の存在有りということを、容易に知るこ
とができる。
【００２１】
　なお、上記検出部による検出状態の報知は、上記判定部による判定結果の報知とは、異
なる手段によるのが望ましい。例えば、上記検出部による検出状態としての歯垢または歯
石の存在の有無がランプの点灯、消灯によって報知されるとき、上記判定部による判定結
果としての「歯石の存在有り」の報知は「ブザー音の鳴動」によって行われるのが望まし
い。これにより、ユーザは、上記検出部による検出状態（歯垢または歯石の存在有り）の
報知と、上記判定部による判定結果（歯石の存在有り）の報知とを、容易に区別して認識
できる。
【００２２】
　一実施形態の歯ブラシでは、上記判定部によって上記歯表面に歯石の存在有りと判定さ
れたとき、あるいは、上記設定期間内に上記検出部による検出状態が歯垢または歯石の存



(5) JP 6805645 B2 2020.12.23

10

20

30

40

50

在有りから存在無しに遷移したとき、上記報知部は、歯列において上記毛でブラッシング
されているブラッシング部位の変更を促す報知を行うことを特徴とする。
【００２３】
　ここで、「ブラッシング部位」とは、口腔内の歯列の表面を区分することで定義される
複数の部位のうち、上記毛でブラッシングされている（毛が当たっている）部位をいう。
【００２４】
　ユーザが或るブラッシング部位をブラッシングしている状態で上記判定部によって上記
歯表面に歯石の存在有りと判定されたとき、それ以上ブラッシングを継続しても上記歯石
を取り除けないわけであるから、ユーザはそのブラッシング部位のブラッシングを終了し
て他の部位のブラッシングを行うべきである。また、ユーザが或るブラッシング部位をブ
ラッシングしている状態で、上記検出部による検出状態が歯垢または歯石の存在有りから
存在無しに遷移したとき、そのブラッシング部位について歯垢も歯石も存在無しになった
わけであるから、ユーザはそのブラッシング部位のブラッシングを終了して他の部位のブ
ラッシングを行うべきである。そこで、この一実施形態の歯ブラシでは、上記判定部によ
って上記歯表面に歯石の存在有りと判定されたとき、あるいは、上記設定期間内に上記検
出部による検出状態が歯垢または歯石の存在有りから存在無しに遷移したとき、上記報知
部は、歯列において上記毛でブラッシングされているブラッシング部位の変更を促す報知
を行う。この報知によって、ユーザは、例えば現在のブラッシング部位のブラッシングを
終了して他の部位のブラッシングを行うように促される。したがって、磨きすぎになるお
それを、さらに低減できる。
【００２５】
　一実施形態の歯ブラシでは、
　歯列において上記毛でブラッシングされているブラッシング部位を検出するブラッシン
グ部位検出部と、
　上記ブラッシング部位毎に、上記判定部によって上記歯表面に歯石の存在有りと判定さ
れたか否かを表すデータを記憶する記憶部を備えたことを特徴とする。
【００２６】
　この一実施形態の歯ブラシでは、ブラッシング部位検出部が、歯列において上記毛でブ
ラッシングされているブラッシング部位を検出する。記憶部が、上記ブラッシング部位毎
に、上記判定部によって上記歯表面に歯石の存在有りと判定されたか否かを表すデータを
記憶する。したがって、上記記憶部のデータを参照すれば、ユーザは、例えば自身の口腔
内の歯列において、どの部位に歯石が残っているか否かを認識できる。
【００２７】
　一実施形態の歯ブラシでは、上記記憶部に記憶されたデータを、上記本体の外部へ送信
可能な通信部を備えたことを特徴とする。
【００２８】
　この一実施形態の歯ブラシでは、上記記憶部に記憶されたデータを、通信部によって、
上記本体の外部へ送信することができる。これにより、上記歯ブラシの上記記憶部からの
データを、様々な用途に利用することができる。
【００２９】
　別の局面では、この発明のシステムは、
　上記歯ブラシと、この歯ブラシの本体の外部に設けられたコンピュータ装置とを含むシ
ステムであって、
　上記コンピュータ装置は、
　上記歯ブラシの上記記憶部からのデータを受信可能な通信部と、
　上記記憶部からのデータを処理して、上記歯列において歯石が有る部位を表す画像を作
成する表示処理部と、
　上記表示処理部によって作成された画像を表示する表示器と
を備えたことを特徴とする。
【００３０】
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　ここで、「コンピュータ装置」とは、名称の如何にかかわらず、例えばスマートフォン
、タブレット端末など、実質的にコンピュータ装置であれば足りる。
【００３１】
　この発明のシステムでは、上記コンピュータ装置の通信部が、上記歯ブラシの上記記憶
部からのデータを受信する。表示処理部は、上記記憶部からのデータを処理して、上記歯
列において歯石が有る部位を表す画像を作成する。表示器は、上記表示処理部によって作
成された画像を表示する。この画像を見たユーザは、自身の歯列において歯石が有る部位
を直感的に認識できる。したがって、歯科医の診察、治療を受けるべきか否かを適切に判
断できる。
【発明の効果】
【００３２】
　以上より明らかなように、この発明の歯ブラシによれば、歯垢と歯石のうち歯垢が除去
され、歯石だけが残っている状態になったか否かを判定できる。
【００３３】
　また、この発明のシステムによれば、ユーザは、自身の歯列において歯石が有る部位を
直感的に認識できる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１（Ａ）、図１（Ｂ）は、この発明の一実施形態の電動歯ブラシの外観を、互
いに反対の側から斜めに見たところを示す図である。
【図２】図２（Ａ）は、上記電動歯ブラシを長手方向に沿って切断したときの縦断面を示
す図である。図２（Ｂ）は、歯磨き中のヘッド部を拡大して示す図である。
【図３】上記電動歯ブラシの制御系のブロック構成を示す図である。
【図４】上記電動歯ブラシによる第１の動作例を説明するフロー図である。
【図５】上記電動歯ブラシによる第２の動作例を説明するフロー図である。
【図６】図６（Ａ）は、エナメル質、レジン、金属歯、人工歯（セラミックまたはプラス
チック）、歯石、歯垢についての、第１の出力値ΔＯＵＴ１と第２の出力値ΔＯＵＴ２と
の比Ａ′を示す図である。図６（Ｂ）は、エナメル質、レジン、金属歯、人工歯（セラミ
ックまたはプラスチック）、歯石、歯垢についての、第２の出力値ΔＯＵＴ２と第１の出
力値ΔＯＵＴ１との差Ｂ′を示す図である。
【図７】口腔内の歯列における１２箇所の部位を示す図である。
【図８】上記電動歯ブラシとスマートフォンとを含むシステムの構成を例示する図である
。
【図９】上記スマートフォンの表示器に表示された口腔内チャートを例示する図である。
【図１０】図９の口腔内チャートが左右反転された表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３６】
　（電動歯ブラシの構成）
　図１（Ａ）、図１（Ｂ）は、この発明の歯垢検出装置が組み込まれた一実施形態の電動
歯ブラシ（全体を符号９０で示す。）の外観を、互いに反対の側から斜めに見たところを
示している。この電動歯ブラシ９０は、毛２１０が立設されたヘッド部４と、手で握られ
るべきグリップ部５と、ヘッド部４とグリップ部５とを連結するネック部３とを備えてい
る。ヘッド部４とネック部３とは、グリップ部５に対して着脱可能なブラシ部材２として
一体に構成されている。ヘッド部４、ネック部３、グリップ部５を併せて、本体１と呼ぶ
。本体１は、歯磨きの便宜のために、一方向に細長い形状を有している。なお、図１（Ａ
）中には充電器１００が図示されている。
【００３７】
　図２（Ａ）は、電動歯ブラシ９０を長手方向に沿って切断したときの縦断面を示してい
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る。グリップ部５は、このグリップ部５の外筐体からネック部３側へ突き出るように設け
られたステム６を有している。ステム６は、先端が閉じた筒状の形状を有している。この
例では、上記ブラシ部材２のネック部３が、このステム６を覆うように嵌合して装着され
ている。ブラシ部材２は消耗部品ゆえ、新品に交換できるよう、グリップ部５に対して着
脱自在な構成となっている。ブラシ部材２のヘッド部４の片側の面（起毛面）４ａには、
毛（ブラシ）２１０が、この例では植毛により、起毛面４ａから１０ｍｍ～１２ｍｍ程度
突出するように立設されている。なお、毛２１０は、植毛ではなく、溶着または接着され
ていても良い。
【００３８】
　本体１のグリップ部５の外面には、電源のオン／オフを行うための電源スイッチＳが設
けられている。また、グリップ部５の内部には、駆動源であるモータ１０、駆動回路１２
、電源部としての充電池１３、充電用のコイル１４、加速度センサ１５などが設けられて
いる。充電池１３を充電する際には、図１（Ａ）中に示した充電器１００に本体１を載置
するだけで、電磁誘導により非接触で充電可能である。
【００３９】
　図２（Ａ）中に示すように、ステム６の内部には、軸受２０３が設けられている。モー
タ１０の回転軸１１に連結された偏心軸３０の先端が、この軸受２０３に挿入されている
。偏心軸３０は、軸受２０３の近傍に重り３００を有しており、偏心軸３０の重心はその
回転中心からずれている。駆動回路１２が動作モードに応じた駆動信号（たとえばパルス
幅変調信号）をモータ１０に供給し、モータ１０の回転軸１１を回転させると、回転軸１
１の回転に伴って偏心軸３０も回転する。偏心軸３０は、その回転中心から重心がずれて
いるために、回転中心の回りに旋回するような運動を行う。よって、偏心軸３０の先端が
軸受２０３の内壁に対して衝突を繰り返し、毛２１０を高速に振動（運動）させることと
なる。
【００４０】
　ヘッド部４の起毛面４ａのうち、略中央の特定領域４ｃでは、毛が省略されている。ヘ
ッド部４の特定領域４ｃに対応する内部には、発光部５０と、第１の受光部５１と、第２
の受光部５２とが、並べて配置されている。ヘッド部４の起毛面４ａのうち少なくとも特
定領域４ｃを含む部分（外筐体）は、厚さ１ｍｍ～３ｍｍ程度の透明の樹脂材料からなっ
ている。
【００４１】
　図２（Ｂ）中に示すように、発光部５０は、特定領域４ｃを通して歯表面９９ａへ向け
て紫外または青色に相当するピーク波長をもつ励起光Ｌを照射する発光ダイオードを含ん
でいる。この発光ダイオードは、この例ではバイバー（Ｂｉｖａｒ）社製のＬＥＤ（型番
ＳＭ０６０３ＵＶ－４０５）であり、４０５ｎｍのピーク波長をもつ光Ｌを発生する。
【００４２】
　第１の受光部５１は、歯表面９９ａからの放射光Ｌ′を特定領域４ｃを通して受けて、
放射光Ｌ′のうち第１の波長域のみのスペクトル成分を透過させる第１の光学フィルタ部
材５１Ｆと、この第１の光学フィルタ部材５１Ｆを透過した上記第１の波長域のみのスペ
クトル成分を受ける第１のフォトダイオード５１Ｄとを含んでいる。第１の光学フィルタ
部材５１Ｆは、この例では朝日分光株式会社製のロングパスフィルタ（型番ＬＶ０６１０
）であり、上記第１の波長域として６２０ｎｍ以上の波長の光を通過させる一方、６２０
ｎｍ未満の波長の光を遮断する（ハイパスタイプ）。第１のフォトダイオード５１Ｄは、
この例では新日本無線株式会社製のＰＤ（Ｐｈｏｔｏ　Ｄｉｏｄｅ）（型番ＮＪＬ６４０
１Ｒ－３）からなる。
【００４３】
　第２の受光部５２は、歯表面９９ａからの放射光Ｌ′を特定領域４ｃを通して受けて、
放射光Ｌ′のうち第２の波長域のみのスペクトル成分を透過させる第２の光学フィルタ部
材５２Ｆと、この第２の光学フィルタ部材５２Ｆを透過した上記第２の波長域のみのスペ
クトル成分を受ける第２のフォトダイオード５２Ｄとを含んでいる。第２の光学フィルタ
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部材５２Ｆは、この例では朝日分光株式会社製のロングパスフィルタ（型番ＬＶ０５５０
）であり、上記第２の波長域として５５０ｎｍ以上の波長の光を通過させる一方、５５０
ｎｍ未満の波長の光を遮断する（ハイパスタイプ）。第２のフォトダイオード５２Ｄは、
第１のフォトダイオード５１Ｄと同様に、この例では新日本無線株式会社製のＰＤ（Ｐｈ
ｏｔｏ　Ｄｉｏｄｅ）（型番ＮＪＬ６４０１Ｒ－３）からなる。
【００４４】
　なお、これらの発光部５０、第１の受光部５１、第２の受光部５２は、それぞれ、図２
（Ａ）中に示すリード線３１、接点端子３２、および、バネ状端子３３を介して、駆動回
路１２に電気的に接続されている。
【００４５】
　第１の受光部５１、第２の受光部５２は、フォトダイオードではなく、それぞれフォト
トランジスタからなっていても良い。また、特定領域４ｃのうち、発光部５０からの励起
光Ｌが通る部分と、歯表面９９ａからの放射光Ｌ′が通る部分とは、異なっていてもよい
。
【００４６】
　図２（Ａ）中に示す加速度センサ１５は、この例では、多軸（ここではｘ，ｙ，ｚの３
軸）の加速度センサからなっている。この例では、図１（Ａ）中に示すように、ｘ軸がブ
ラシ面（毛２１０の先端が作る、起毛面４ａと平行な面）に対して平行になり、ｙ軸が本
体１の長手方向に一致し、ｚ軸がブラシ面に対して垂直になるように設定されている。つ
まり、本体１を充電器１００に載置したときに、重力加速度ベクトルがｙ軸に平行になり
、ブラシ面を上に向けたときに、重力加速度ベクトルがｚ軸に平行になり、本体１を水平
にしてブラシ面を横に向けたときに、重力加速度ベクトルがｘ軸に平行になる。加速度セ
ンサ１５の各軸の出力は後述の制御部１１０に入力され、公知の手法（例えば特開２０１
１－１３９８４４号公報、特開２０１３－４２９０６号公報などに開示されている手法）
によってブラッシング部位（後述）を検出するために利用される。
【００４７】
　加速度センサ１５としては、ピエゾ抵抗タイプ、静電容量タイプ、もしくは熱検知タイ
プのＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）センサを好ましく利用できる。ＭＥ
ＭＳセンサは非常に小型であるため、本体１の内部への組み込みが容易だからである。た
だし、加速度センサ１５の形式はこれに限らず、動電式、歪みゲージ式、圧電式などのセ
ンサを利用しても構わない。また特に図示しないが、各軸のセンサの感度のバランス、感
度の温度特性、温度ドリフトなどを補正するための補正回路を設けるとよい。また、動加
速度成分やノイズを除去するためのバンドパスフィルタ（ローパスフィルタ）を設けても
よい。また、加速度センサの出力波形を平滑化することによりノイズを低減してもよい。
【００４８】
　図３は、電動歯ブラシ９０の制御系のブロック構成を示している。この電動歯ブラシ９
０のグリップ部５の内部には、加速度センサ１５に加えて、上述の駆動回路１２をなす制
御部１１０と、記憶部１１５と、操作部１３０と、報知部１４０と、通信部１８０と、電
源部１７０とを備えている。なお、駆動部１０１は、既述のモータ１０、回転軸１１、偏
心軸３０、軸受２０３、および、重り３００を表している。
【００４９】
　制御部１１０は、ソフトウェアによって動作するＣＰＵ（中央演算処理ユニット）を含
み、モータ１０の駆動に加えて、歯表面９９ａにおける歯垢または歯石の存在の有無の判
定のための処理、その他の各種処理を実行する。また、制御部１１０は、時刻をカウント
するタイマを内蔵している。
【００５０】
　操作部１３０は、既述の電源スイッチＳを含み、ユーザがこの電動歯ブラシ９０の電源
のオン／オフを行うために働く。
【００５１】
　記憶部１１５は、この例では、非一時的にデータを記憶し得るＥＥＰＲＯＭ（電気的に
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書き換え可能な不揮発性メモリ）を含んでいる。記憶部１１５には、制御部１１０を制御
するための制御プログラムが格納されている。また、この例では、記憶部１１５には、歯
列における部位毎の歯垢および／または歯石の存在有無を示すデータ（これを「歯垢／歯
石データ」と呼ぶ。）がテーブルとして格納される（後述）。
【００５２】
　報知部１４０は、この例では赤色ＬＥＤランプ１４０Ｒ、緑色ＬＥＤランプ１４０Ｇ（
図１（Ａ）参照）を含み、それらのＬＥＤランプ１４０Ｒ，１４０Ｇの点灯、消灯によっ
て、歯垢または歯石の有無を報知する。さらに、報知部１４０は、ブザー（図示せず）を
含み、ブザー音の鳴動によって、歯垢または歯石の有無を報知しても良い。それらに代え
て、またはそれらに加えて、モータ１０の振動を、強レベルと弱レベルとの間で切り換え
ることによって、歯垢または歯石の有無を報知しても良い。
【００５３】
　通信部１８０は、制御部１１０によって制御されて所定の情報をネットワークを介して
外部の装置に送信したり、また、外部の装置からの情報をネットワークを介して入力部と
して受信して制御部１１０に受け渡したりする。このネットワークを介した通信は、この
例では無線通信（例えば、ＢＴ（Bluetooth（登録商標））通信、ＢＬＥ（Bluetooth（登
録商標） low energy）通信など）とする。ネットワークは、典型的には家庭内ＬＡＮ（L
ocal Area Network）、病院内ＬＡＮであるが、これに限定されず、インターネットなど
であってもよい。
【００５４】
　電源部１７０は、既述の充電池１３を含み、この電動歯ブラシ９０内の各部へ電力（こ
の例では、ＤＣ２．４Ｖ）を供給する。
【００５５】
　（第１の動作例）
　図４は、電動歯ブラシ９０の制御部１１０が、歯表面９９ａにおける歯垢および／また
は歯石の有無を判定する処理のフローを例示している。この電動歯ブラシ９０では、ユー
ザが電源スイッチＳをオンすると、制御部１１０がモータ１０を回転させて、毛２１０を
振動させる。
【００５６】
　電源スイッチＳがオンされると、図４のステップＳ１で、制御部１１０は、歯表面９９
ａのブラッシング開始から予め定められた期間Δｔを計数するタイマをセットする。この
タイマにセットされた設定期間Δｔは、歯表面９９ａに歯垢と歯石のうち歯石だけが残っ
ているか否かの判定（後述）のための期間である。この例では、設定期間Δｔは、磨きす
ぎ防止のために、３秒間から５秒間の範囲内でセットされる。
【００５７】
　続いて、図４のステップＳ２で、制御部１１０は検出部として働いて、この例では本出
願人が先に提案した特許出願（特願２０１６－０６００１２号）に開示されている手法に
よって、歯表面９９ａにおける歯垢または歯石の存在の有無を一括して検出する。
【００５８】
　具体的には、図２（Ｂ）中に示すように、発光部５０をオンして、発光部５０から特定
領域４ｃを通して歯表面９９ａへ向けて励起光Ｌを照射させる。それに応じて、歯表面９
９ａから放射光Ｌ′が放射される。この放射光Ｌ′は、特定領域４ｃを通して、第１の受
光部５１、第２の受光部５２によって受光される。第１の受光部５１の出力、第２の受光
部５２の出力は、第１の出力値ＯＵＴ１、第２の出力値ＯＵＴ２として、制御部１１０に
入力される。
【００５９】
　続いて、制御部１１０はゼロ点補正部として働いて、上記第１の出力値ＯＵＴ１、第２
の出力値ＯＵＴ２から、それぞれ歯表面９９ａの周りの環境光Ｌｂによる成分（すなわち
、発光部５０がオフのときの第１の出力値ＯＵＴ１ｂ、第２の出力値ＯＵＴ２ｂ）を差し
引く補正を行う。具体的には、補正された第１の出力値ΔＯＵＴ１、第２の出力値ΔＯＵ
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Ｔ２として、それぞれ差分
ΔＯＵＴ１＝ＯＵＴ１－ＯＵＴ１ｂ
ΔＯＵＴ２＝ＯＵＴ２－ＯＵＴ２ｂ
を算出する。
【００６０】
　ここで、図６（Ａ）は、第１の出力値ΔＯＵＴ１と第２の出力値ΔＯＵＴ２との比Ａ′
を示している。なお、この例では、比Ａ′について、
Ａ′＝ΔＯＵＴ１／ΔＯＵＴ２
というように定義されている。図６（Ａ）および後述の図６（Ｂ）において、横方向に並
ぶ各棒は、エナメル質、レジン、金属歯、人工歯（セラミックまたはプラスチック）、歯
石、歯垢の各試料に対応している。図６（Ａ）から分かるように、エナメル質、レジン、
人工歯（セラミックまたはプラスチック）からなるグループは、比Ａ′が概ね０．３５よ
りも小さい。一方、金属歯、歯石、歯垢からなるグループは、比Ａ′が概ね０．３５より
も大きい。したがって、比Ａ′と第１閾値α′＝０．３５との大小を判定することによっ
て、エナメル質、レジン、人工歯（セラミックまたはプラスチック）からなるグループと
、金属歯、歯石、歯垢からなるグループとを区分して識別できる。
【００６１】
　同様に、図６（Ｂ）は、第１の出力値ΔＯＵＴ１と第２の出力値ΔＯＵＴ２との差Ｂ′
を示している。なお、この例では、差Ｂ′について、
Ｂ′＝ΔＯＵＴ２－ΔＯＵＴ１
というように定義されている。図６（Ｂ）から分かるように、金属歯からなるグループは
、差Ｂ′が概ね１００，０００（ａ．ｕ．）よりも小さい。一方、エナメル質、レジン、
人工歯（セラミックまたはプラスチック）、歯石、歯垢からなるグループは、差Ｂ′が概
ね１００，０００（ａ．ｕ．）よりも大きい。したがって、差Ｂ′と第２閾値β′＝１０
０，０００（ａ．ｕ．）との大小を判定することによって、金属歯からなるグループと、
エナメル質、レジン、人工歯（セラミックまたはプラスチック）、歯石、歯垢からなるグ
ループとを区分して識別できる。
【００６２】
　このようにして、図６（Ａ）における比Ａ′と第１閾値α′との間の大小の判定結果と
、図６（Ｂ）における差Ｂ′と第２閾値β′との間の大小の判定結果との組み合わせによ
って、歯表面９９ａに存在している物質が、歯垢または歯石であるか否かを判定する。
【００６３】
　なお、歯石は、歯垢が次第に変化して歯表面に沈着したものであるから、物質として両
者を完全に区別することは難しい。図６（Ａ）、図６（Ｂ）中に「歯石（および歯垢）」
と表記しているのは、この理由による。
【００６４】
　このようにして、制御部１１０は、歯垢または歯石の存在の有無を一括して検出する。
すなわち、歯垢と歯石のうち少なくとも一方が存在していれば「存在有り」として検出し
、歯垢も歯石も存在していなければ「存在無し」として検出する。
【００６５】
　ここで、歯垢または歯石の存在有りと判定された場合（図４のステップＳ３でＹＥＳ）
、ステップＳ４に進んで、制御部１１０は、例えば報知部１４０による赤色ＬＥＤランプ
１４０Ｒの瞬時（例えば０．３秒間とする。以下同様。）の点灯によって、歯垢または歯
石の存在有りを報知する。
【００６６】
　次に、図４のステップＳ５で、制御部１１０は、タイマにセットされた設定期間Δｔが
経過したか否かを判定する。設定期間Δｔが経過していなければ（図４のステップＳ５で
ＮＯ）、ステップＳ２～Ｓ５の処理を繰り返す。
【００６７】
　この後、図４のステップＳ３で歯垢または歯石の存在有りの検出状態（図４のステップ
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Ｓ３でＹＥＳ）が維持されたまま、タイマにセットされた設定期間Δｔが経過したら（図
４のステップＳ５でＹＥＳ）、制御部１１０は判定部として働いて、歯表面９９ａに歯石
の存在有りと判定する。
【００６８】
　このように判定する理由は、既述のように歯垢と歯石のうちブラッシングでは取り除け
ないものが歯石であることから、歯垢または歯石の存在有りの検出状態が歯表面９９ａに
対するブラッシング開始から設定期間Δｔ続いたときは、歯石だけが残っていると見なせ
るからである。したがって、この電動歯ブラシ９０によれば、歯垢と歯石のうち歯垢が除
去され、歯石だけが残っている状態になったか否かを判定できる。
【００６９】
　続いて、図４のステップＳ６で、制御部１１０は、例えば報知部１４０によるブザー音
の瞬時の鳴動によって、歯石の存在有りを報知する。このように、この例では、歯垢また
は歯石の存在有りの報知（図４のステップＳ４）に対して、歯石の存在有りの報知（図４
のステップＳ６）を異なる手段としている。これにより、ユーザは、歯垢または歯石の存
在有りの報知と、歯石の存在有りの報知とを、容易に区別して認識できる。この結果、磨
きすぎになって、歯茎に傷がついて出血したり、歯周病になったりするおそれを低減でき
る。
【００７０】
　一方、図４のステップＳ３で歯垢または歯石の存在無しとされた場合（図４のステップ
Ｓ３でＮＯ）は、制御部１１０は、報知部１４０による緑色ＬＥＤランプ１４０Ｇの瞬時
の点灯によって歯垢も歯石も存在無しを報知した後、図４のステップＳ１～Ｓ２の処理を
繰り返す。そして、図４のステップＳ７で、ユーザが電源スイッチＳをオフすると、制御
部１１０は処理を終了する。
【００７１】
　この電動歯ブラシ９０では、本体１のグリップ部５に、検出部および判定部として働く
制御部１１０が搭載されている。したがって、本体１に搭載された要素のみによって、歯
垢と歯石のうち歯垢が除去され、歯石だけが残っている状態になったか否かを判定できる
。これにより、この電動歯ブラシ９０から外部へ伸びる光ファイバ、配線などを省略し得
る。したがって、ユーザが、この電動歯ブラシ９０によって歯磨きを行うときに、邪魔物
がなく、容易に歯磨きを行うことができる。
【００７２】
　（第２の動作例）
　歯の種類（上顎／下顎、臼歯／切歯など）や部分（舌側／頬側、歯面／噛み合わせ面な
ど）によって、歯垢や歯石の付き方が異なる。それゆえ、歯垢および／または歯石の存在
の有無の検出は、歯列における部位ごとに行うことが望ましい。
【００７３】
　この例では、図７に示すように、上下の歯列を、「上顎前唇側」、「上顎前口蓋側」、
「上顎左頬側」、「上顎左口蓋側」、「上顎右頬側」、「上顎右口蓋側」、「下顎前唇側
」、「下顎前舌側」、「下顎左頬側」、「下顎左舌側」、「下顎右頬側」、「下顎右舌側
」、の１２箇所の部位に区分する。ただし、歯列の区分はこれに限らず、より細かい区分
でもよい。例えば、個々の歯毎に区分してもよいし、個々の歯を左右半分ずつに区分して
もよいし、上下左右の噛み合わせ面をそれぞれ一つの部位として区分してもよい。
【００７４】
　図５は、電動歯ブラシ９０の制御部１１０が、そのような歯列における部位毎に、歯垢
および／または歯石の有無を判定する処理のフローを例示している。この電動歯ブラシ９
０では、ユーザが電源スイッチＳをオンすると、制御部１１０がモータ１０を回転させて
、毛２１０を振動させる。この例では、モータ１０の振動の強度は、まず弱レベルに設定
されるものとする。
【００７５】
　電源スイッチＳがオンされると、図５のステップＳ１１で、制御部１１０はブラッシン
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グ部位検出部として働いて、歯列における１２箇所の部位のうち、ヘッド部４の毛２１０
によって現在ブラッシングされている（毛２１０が当たっている）部位（これを「ブラッ
シング部位」と呼ぶ。）を検出する。
【００７６】
　具体的には、制御部１１０は、加速度センサ１５の各軸の出力に基づいて、公知の手法
（例えば特開２０１１－１３９８４４号公報、特開２０１３－４２９０６号公報などに開
示されている手法）によって現在のブラッシング部位を検出する。なお、ブラッシング部
位に毛２１０が当たっているか否かは、本体１内にブラシ圧（毛２１０に作用する荷重）
を検知する荷重センサを設けて検知するのが望ましい。
【００７７】
　次に、図５のステップＳ１２で、制御部１１０は、記憶部１１５に設定された歯垢／歯
石データのテーブルを参照して、現在のブラッシング部位について、既に歯石の存在有無
の情報が記録されているか否かを判断する。１回の歯磨き（例えば最大３分間というよう
な一定期間をかけて行うユーザの動作を指す。）の開始時には、歯垢／歯石データは各部
位について未だ記録されていないものとする（図５のステップＳ１２でＮＯ）。
【００７８】
　次の表１は、歯磨き開始時（この例では、２０１６年７月１日、２２時丁度）における
記憶部１１５に設定された歯垢／歯石データのテーブルを例示している。
（表１）歯垢／歯石データのテーブル（歯磨き開始時）

【００７９】
　この表１の表側（左欄）には、ユーザの歯列における１２箇所の部位が互いに区別して
挙げられている。表１の表頭（右欄最上段）には、歯垢／歯石データが取得された日時が
記録される。表１の表体（右欄）には、歯列における各部位に対応した歯垢または歯石の
存在有無を表す情報が記録される。表１中の記号「－」は、データが未だ記録されていな
いことを示している。
【００８０】
　次に、図５のステップＳ１３で、制御部１１０は、歯表面９９ａのブラッシング開始か
ら予め定められた期間Δｔを計数するタイマをセットする。このタイマにセットされた設
定期間Δｔは、ブラッシング部位の歯表面９９ａに歯垢と歯石のうち歯石だけが残ってい
るか否かの判定（後述）のための期間である。この例では、設定期間Δｔは、磨きすぎ防
止のために、３秒間から５秒間の範囲内でセットされる。
【００８１】
　続いて、図５のステップＳ１４で、制御部１１０は検出部として働いて、この例では本
出願人が先に提案した特許出願（特願２０１６－０６００１２号）に開示されている手法
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によって、歯表面９９ａにおける歯垢または歯石の存在の有無を一括して検出する。具体
的には、図４のステップＳ２に関して詳細に述べたのと同じ処理を行って、歯垢または歯
石の存在の有無を一括して検出する。
【００８２】
　ここで、検出結果（検出状態）が歯垢または歯石の存在無しならば（図５のステップＳ
１５でＮＯ）、図５のステップＳ２３に進んで、制御部１１０は、例えば報知部１４０に
よる緑色ＬＥＤランプ１４０Ｇの瞬時の点灯によって歯垢も歯石も存在無しを報知する。
【００８３】
　続いて、図５のステップＳ２４で、制御部１１０は、記憶部１１５に設定された「歯垢
／歯石データ」のテーブルに、そのブラッシング部位について、歯垢も歯石も「存在無し
」であることを記録する。さらに、図５のステップＳ２５で、制御部１１０は、モータ１
０の振動の強度を弱レベルに維持する。
【００８４】
　一方、検出結果（検出状態）が歯垢または歯石の存在有りならば（図５のステップＳ１
５でＹＥＳ）、図５のステップＳ１６に進んで、制御部１１０は、記憶部１１５に設定さ
れた「歯垢／歯石データ」のテーブルに、そのブラッシング部位について「歯垢有り」と
記録する。この「歯垢有り」の記録は、実際には、そのブラッシング部位について歯垢ま
たは歯石が有ることを表している。
【００８５】
　続いて、図５のステップＳ１７で、制御部１１０は、例えば報知部１４０による赤色Ｌ
ＥＤランプ１４０Ｒの瞬時の点灯によって、歯垢または歯石の存在有りを報知する。さら
に、図５のステップＳ１８で、制御部１１０は、歯垢または歯石が容易に除去されるよう
に、モータ１０の振動の強度を弱レベルから強レベルに切り替える。
【００８６】
　次に、図５のステップＳ１９で、制御部１１０は、そのブラッシング部位についてのブ
ラッシング開始からタイマにセットされた設定期間Δｔが経過したか否かを判断する。設
定期間Δｔが経過していなければ（図５のステップＳ１９でＮＯ）、ステップＳ１４～Ｓ
１９の処理を繰り返す。
【００８７】
　この後、図５のステップＳ１５で歯垢または歯石の存在有りの検出状態（図５のステッ
プＳ１５でＹＥＳ）が維持されたまま、タイマにセットされた設定期間Δｔが経過したら
（図５のステップＳ１９でＹＥＳ）、制御部１１０は判定部として働いて、歯表面９９ａ
に歯石の存在有りと判定する。
【００８８】
　このように判定する理由は、既述のように歯垢と歯石のうちブラッシングでは取り除け
ないものが歯石であることから、歯垢または歯石の存在有りの検出状態（図５のステップ
Ｓ１５でＹＥＳ）がそのブラッシング部位についてのブラッシング開始から設定期間Δｔ
続いたときは、歯石だけが残っていると見なせるからである。したがって、この電動歯ブ
ラシ９０によれば、歯垢と歯石のうち歯垢が除去され、歯石だけが残っている状態になっ
たか否かを判定できる。
【００８９】
　続いて、図５のステップＳ２０で、制御部１１０は、例えば報知部１４０によるＬＥＤ
ランプの点灯に代えて、ブザー音の瞬時の鳴動によって歯石の存在有りを報知する。この
例では、先の例と同様に、歯垢または歯石の存在有りの報知（図５のステップＳ１７）に
対して、歯石の存在有りの報知（図５のステップＳ２０）を異なる手段としている。これ
により、ユーザは、歯垢または歯石の存在有りの報知と、歯石の存在有りの報知とを、容
易に区別して認識できる。この結果、磨きすぎになって、歯茎に傷がついて出血したり、
歯周病になったりするおそれを低減できる。
【００９０】
　続いて、図５のステップＳ２１に進んで、制御部１１０は、記憶部１１５に設定された
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「歯垢／歯石データ」のテーブルに、そのブラッシング部位について、「歯垢有り」から
「歯石有り」へ書き換えて記録する。さらに、図５のステップＳ２２で、制御部１１０は
、モータ１０の振動の強度を強レベルから弱レベルに切り替える。これにより、磨きすぎ
になるおそれを、さらに低減できる。
【００９１】
　なお、モータ１０の振動の強度を強レベルから弱レベルに切り替えること（図５のステ
ップＳ２２）によって、歯石の存在有りの報知（図５のステップＳ２０）の代わりとし、
ステップＳ２０を省略してもよい。
【００９２】
　また、タイマにセットされた設定期間Δｔ内に、図５のステップＳ１５で、検出結果（
検出状態）が歯垢または歯石の存在有りから存在無しに遷移したとき（図５のステップＳ
１５でＹＥＳからＮＯへ遷移したとき）、図５のステップＳ２３に進んで、制御部１１０
は、例えば報知部１４０による緑色ＬＥＤランプ１４０Ｇの瞬時の点灯によって、歯垢も
歯石も存在無しになったことを報知する。
【００９３】
　ここで、検出結果（検出状態）が歯垢または歯石の存在有りから存在無しに遷移するこ
とは、そのブラッシング部位について、歯表面９９ａに歯垢または歯石が存在していたが
、その物質（歯垢または歯石）はブラッシングによって取り除かれたこと、すなわち、そ
の物質は歯垢と歯石のうち歯垢であったことを意味している。
【００９４】
　続いて、図５のステップＳ２４で、制御部１１０は、記憶部１１５に設定された「歯垢
／歯石データ」のテーブルに、そのブラッシング部位について、「歯垢有り」から、歯垢
も歯石も「存在無し」へ書き換えて記録する。さらに、図５のステップＳ２５で、制御部
１１０は、モータ１０の振動の強度を強レベルから弱レベルに切り替える。これにより、
磨きすぎになるおそれを、さらに低減できる。
【００９５】
　このようにして、記憶部１１５に設定された歯垢／歯石データのテーブルに、現在のブ
ラッシング部位について、「歯垢有り」、「歯石あり」、歯垢も歯石も「存在無し」のい
ずれかが記録される（図５のステップＳ１６，Ｓ２１，Ｓ２４）。
【００９６】
　ユーザが或るブラッシング部位をブラッシングしている状態で歯表面９９ａに歯石の存
在有りと判定されたとき（図５のステップＳ１９でＹＥＳ）、それ以上ブラッシングを継
続しても歯石を取り除けないわけであるから、ユーザはそのブラッシング部位のブラッシ
ングを終了して他の部位のブラッシングを行うべきである。また、ユーザが或るブラッシ
ング部位をブラッシングしている状態で、上記検出状態が歯垢または歯石の存在有りから
存在無しに遷移したとき（図５のステップＳ１５でＹＥＳからＮＯへ遷移したとき）、そ
のブラッシング部位について歯垢も歯石も存在無しになったわけであるから、ユーザはそ
のブラッシング部位のブラッシングを終了して他の部位のブラッシングを行うべきである
。そこで、図５のステップＳ２２またはステップＳ２５の後、ステップＳ２６に進んで、
制御部１１０は、例えば報知部１４０によるブザー音の瞬時の鳴動によって、ブラッシン
グ部位の変更を促す報知を行う。
【００９７】
　この報知によって、ユーザは、例えば現在のブラッシング部位のブラッシングを終了し
て他の部位のブラッシングを行うように促される。したがって、磨きすぎになるおそれを
、さらに低減できる。
【００９８】
　なお、ブラッシング部位の変更を促す報知（図５のステップＳ２６）によって、歯石の
存在有りの報知（図５のステップＳ２０）の代わりとし、ステップＳ２０を省略してもよ
い。
【００９９】
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　ユーザがヘッド部４の毛２１０を他の部位に移動させると、図５のステップＳ１１に戻
って、制御部１１０は再びブラッシング部位検出部として働いて、ヘッド部４の毛２１０
によって現在ブラッシングされているブラッシング部位を検出する。そして、ステップＳ
１２～Ｓ２６の処理を繰り返す。
【０１００】
　なお、ユーザがヘッド部４の毛２１０を、記憶部１１５に設定された歯垢／歯石データ
のテーブルで既に「歯石有り」と記録されているブラッシング部位に移動させたときは（
図５のステップＳ１２でＹＥＳ）、歯垢または歯石の存在の有無を再び検知する必要が無
い。そこで、図５のステップＳ２０に進んで、制御部１１０は、そのブラッシング部位に
ついて、例えば報知部１４０によるブザー音の瞬時の鳴動によって歯石の存在有りを報知
し（図５のステップＳ２０）、歯垢／歯石データのテーブルでの「歯石有り」の記録を維
持し（図５のステップＳ２１）、モータ１０の振動の強度を弱レベルに維持する（図５の
ステップＳ２２）。そして、制御部１１０は、例えば報知部１４０によるブザー音の瞬時
の鳴動によって、ブラッシング部位の変更を促す報知を行う（図５のステップＳ２６）。
【０１０１】
　図５のステップＳ２７で、ユーザが電源スイッチＳをオンしてから一定期間（この例で
は３分間）が経過したとき、または、ユーザが電源スイッチＳをオフしたとき、制御部１
１０は処理を終了する。
【０１０２】
　このようにした場合、歯磨き終了時（この例では、２０１６年７月１日、２２時２分）
には、記憶部１１５に次の表２に例示するような歯垢／歯石データのテーブルが得られる
。
（表２）歯垢／歯石データのテーブル（歯磨き終了時）

【０１０３】
　この表２の歯垢／歯石データのテーブルを参照すれば、ユーザは、自身の口腔内の歯列
において、例えば図７中に示した「上顎右頬側」、「下顎前舌側」の２つの部位について
歯石が残っていることを認識できる。それら以外の部位については歯垢も歯石も存在「無
」しであることが分かる。また、歯磨き終了時には「歯垢有り」の部位は残らなかったこ
とが分かる。
【０１０４】
　この表２の歯垢／歯石データは、制御部１１０が通信部１８０を制御して、ネットワー
クを介して外部のコンピュータ装置、例えばユーザ自身のスマートフォン６００（図８参
照）に送信され得る（図５のステップＳ２８）。これにより、上記歯垢／歯石データを、
様々な用途に利用することができる。
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【０１０５】
　（システムの構成）
　図８は、上述の電動歯ブラシ９０とスマートフォン６００とを含むシステム（全体を符
号７００で示す。）の構成を例示している。このシステム７００は、電動歯ブラシ９０と
、コンピュータ装置としてのスマートフォン６００とを、ネットワーク９００を介して互
いに無線通信可能に備えている。
【０１０６】
　スマートフォン６００は、本体６００Ｍと、この本体６００Ｍに搭載された、制御部６
１０と、記憶部６２０と、操作部６３０と、表示器６４０と、通信部６８０と、電源部６
９０とを含んでいる。このスマートフォン６００は、市販のスマートフォンに、後述のア
プリケーションソフトウェアをインストールしたものである。
【０１０７】
　制御部６１０は、ＣＰＵおよびその補助回路を含み、スマートフォン６００の各部を制
御し、記憶部６２０に記憶されたプログラムおよびデータに従って処理を実行する。例え
ば、操作部６３０を介して入力された指示に基づいて、通信部６８０から入力されたデー
タを処理し、処理したデータを、記憶部６２０に記憶させたり、表示器６４０で表示させ
たり、通信部６８０を介して出力させたりする。
【０１０８】
　記憶部６２０は、制御部６１０でプログラムを実行するために必要な作業領域として用
いられるＲＡＭ（Random Access Memory）と、制御部６１０で実行するための基本的なプ
ログラムを記憶するためのＲＯＭ（Read Only Memory）とを含む。また、記憶部６２０の
記憶領域を補助するための補助記憶装置の記憶媒体として、半導体メモリ（メモリカード
、ＳＳＤ（Solid State Drive））などが用いられてもよい。
【０１０９】
　操作部６３０は、この例では、表示器６４０上に設けられたタッチパネルからなってい
る。なお、キーボードその他のハードウェア操作デバイスを含んでいても良い。
【０１１０】
　表示器６４０は、この例ではＬＣＤ（液晶表示素子）または有機ＥＬ（エレクトロルミ
ネッセンス）ディスプレイからなる表示画面を含む。表示器６４０は、制御部６１０によ
る制御に従って、様々な画像を表示画面に表示させる。
【０１１１】
　通信部６８０は、制御部６１０による制御に従って、ネットワーク９００を介して、電
動歯ブラシ９０との間で無線通信（例えば、ＢＴ通信、ＢＬＥ通信など）可能に構成され
ている。
【０１１２】
　電源部６９０は、この例では充電池を含み、このスマートフォン６００の各部へ電力を
供給する。
【０１１３】
　ユーザは、スマートフォン６００に予め、アプリケーションソフトウェア（これを「歯
石表示プログラム」と呼ぶ。）をインストールしておくものとする。この歯石表示プログ
ラムは、電動歯ブラシ９０の記憶部１１５からの歯垢／歯石データを処理して、ユーザの
口腔内の様子を表す画像（これを「口腔内チャート」と呼ぶ。）を作成するためのもので
ある。
【０１１４】
　具体的には、ユーザが歯石表示プログラムを起動させると、スマートフォン６００の通
信部６８０が、ネットワーク９００を介して、電動歯ブラシ９０の記憶部１１５からの歯
垢／歯石データを受信する。続いて、制御部６１０が表示処理部として働いて、その歯垢
／歯石データを処理して、例えば図９に示すように、ユーザの歯列において歯石が有る部
位を表す口腔内チャート６４１を作成する。表示器６４０は、制御部６１０によって作成
された口腔内チャート６４１を表示する（図５のステップＳ２９）。
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【０１１５】
　（表示例）
　図９の口腔内チャート６４１では、表２の歯垢／歯石データのテーブルの内容に対応し
て、上下の歯列９８Ｕ，９８Ｌにおいて歯石が有る部位に、他の部位（歯石無しの部位）
と区別するためのマーク９８ａ，９８ｂが付されている。この例では、それらのマーク９
８ａ，９８ｂは、例示６４３に示すように、閉領域に斜線を付して構成されている。口腔
内チャート６４１の周りには、歯列９８Ｕ，９８Ｌにおける「左上」、「右上」、「左下
」、「右下」を表す標識９７ａ，９７ｂ，９７ｃ，９７ｄが表示されている。この口腔内
チャート６４１を見たユーザは、自身の歯列において「上顎右頬側」、「下顎前舌側」に
歯石が有ることを直感的に認識できる。したがって、歯科医の診察、治療を受けるべきか
否かを適切に判断できる。
【０１１６】
　なお、歯石が有る部位を示すマークは、斜線を付したものに限られず、点描を付したり
、他の部位の色とは異なる色を付したものなどであってもよい。
【０１１７】
　ここで、図９の口腔内チャート６４１では、上下の歯列９８Ｕ，９８Ｌの左右を、ユー
ザの体の左右に合わせて表している。このようにした場合、一般的なユーザにとって、自
身の歯列において歯石が有る部位を直感的に認識できる。
【０１１８】
　また、例えば図９中に示すように、表示器６４０に、口腔内チャート６４１とともに左
右反転スイッチ６４２を表示して、ユーザの選択（左右反転スイッチ６４２の押下）によ
り、口腔内チャート６４１を左右反転して表示できるようにしてもよい。その理由は、歯
科分野では、患者の歯列を、患者に向かって見た向きで表すのが一般的だからである。そ
の場合、口腔内チャート６４１の左右反転に伴って、図１０に示すように、「左上」を表
す標識９７ａと「右上」を表す標識９７ｂとを入れ替え、また、「左下」を表す標識９７
ｃと「右下」を表す標識９７ｄとを入れ替えるものとする。これにより、ユーザが歯科医
を訪問して歯石除去を依頼する場合に、図１０に示す向きの口腔内チャートを見せれば、
歯科医との意思疎通が容易になる。
【０１１９】
　また、仮に、歯磨き終了時にユーザの歯列に「歯垢有り」の部位が残っており、歯垢／
歯石データのテーブルにその情報が含まれていれば、口腔内チャート６４１において、上
下の歯列９８Ｕ，９８Ｌにおいて歯石が有る部位に併せて、歯垢が有る部位を表示しても
よい。その場合、歯垢が有る部位を表すマークは、歯石が有る部位を表すマークに対して
区別可能なものとするのが望ましい。
【０１２０】
　また、スマートフォン６００の記憶部６２０に、口腔内チャート６４１を、作成日時毎
に時系列で蓄積してもよい。この場合、ユーザは、スマートフォン６００の操作部６３０
を通した操作によって、作成日時が異なる口腔内チャート６４１を、表示器６４０に順次
または複数同時に表示させることができるものとする。これにより、ユーザは、それらの
口腔内チャート６４１を参照することで、歯石が沈着してきた経過を認識できる。
【０１２１】
　上述の実施形態では、電動歯ブラシ９０の制御部１１０が検出部、判定部の機能を実行
したが、これに限られるものではない。歯磨き中に電動歯ブラシ９０とスマートフォン６
００との間で通信を行いながら、スマートフォン６００の制御部６１０が検出部、判定部
の機能を実行してもよい。そのようにした場合、電動歯ブラシ９０の制御部１１０の構成
を簡素化できる。これにより、制御部１１０を、ＣＰＵに代えて、例えばロジックＩＣ（
集積回路）によって構成することが可能になる。また、その場合、歯垢または歯石の存在
有無の検出結果（検出状態）の報知、および、歯石の存在有りの報知は、スマートフォン
６００の機能、例えば表示器６４０による表示、図示しないスピーカによる音声、図示し
ない振動器による振動などによって行うのが望ましい。
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【０１２２】
　電動歯ブラシ９０と組み合わされたシステムを構成するために、スマートフォン６００
に代えて、タブレット端末、パーソナルコンピュータなど、実質的にコンピュータ装置と
して機能する装置を用いてもよい。
【０１２３】
　以上の実施形態は例示であり、この発明の範囲から離れることなく様々な変形が可能で
ある。上述した複数の実施の形態は、それぞれ単独で成立し得るものであるが、実施の形
態同士の組みあわせも可能である。また、異なる実施の形態の中の種々の特徴も、それぞ
れ単独で成立し得るものであるが、異なる実施の形態の中の特徴同士の組みあわせも可能
である。
【符号の説明】
【０１２４】
　　１，６００Ｍ　本体
　　４　ヘッド部
　　１５　加速度センサ
　　５０　発光部
　　５１　第１の受光部
　　５２　第２の受光部
　　９０　電動歯ブラシ
　　１１０，６１０　制御部
　　６４０　表示器
　　６４１　口腔内チャート
　　７００　システム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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